
（別紙６） 

【市町村長 認定用】 

 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第１０条第３項第９号 

または第１０号に該当する者であることの認定書 

 

 

 別添様式別紙３に記載の者は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第

１０条第３項第   号（９または１０のいずれかを記入）に該当することを認定する。 

 

 

      年  月  日 

 

                 市町村長               印   


